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深谷市農業委員会会議録
招集期日 令和元年６月２７日 深谷公民館・生涯学習センター大会議室

開閉の日時
及び宣言者

令和元年６月２７日（木）　　午後２時００分　議長

令和元年６月２７日（木）　　午後２時４０分　議長
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１． 開　　　　　　会

２． 議　長　選　出

３． 議事録署名委員の指名

４． 議　　　　　　事

１） 報告第 6 号

２） 報告第 7 号

３） 報告第 8 号

４） 報告第 9 号

５） 報告第 10 号

６） 議案第 7 号

７） 議案第 8 号

８） 議案第 9 号

９） 議案第 10 号

１０） 議案第 11 号

５． 閉　　　　　　会

農用地利用集積計画の決定について

農地法第３条の規定による許可申請について

農地法第５条第1項の規定による許可後の計画変更申請承認について

農地法第４条第１項の規定による許可申請承認について

農地法第５条第1項の規定による許可申請承認について

   深　 谷 　市 　農　 業　 委　 員　 会　 総　 会　 日　 程

引き続き農業経営を行っている旨の証明書の発行について

農地法第１８条第６項の規定による通知について

農地法第３条の３第１項の規定による届出に対する専決処分について

      深谷公民館・生涯学習センター 大会議室（１階）

　　　令和元年６月２７日（木）　午後２時から

農地法第５条第１項第６号の規定による転用届出に対する専決処分について

農地法第４条第１項第７号の規定による転用届出に対する専決処分について



  開会 局　長 　それでは、ただ今から、令和元年第２回深谷市農業委員会総会
を開催いたします。

　まずはじめに本日は欠席委員の方はいらっしゃいません。
　欠席委員の報告 局　長 従いまして、委員２４人中　２４人が出席ですので、

農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定により、
総会は成立しておりますことを報告します。

　議長の選出 局　長 　次に議長の選出を行います。
　 　深谷市農業委員会総会会議規則第３条に会長が議長

となる旨、規定されているため、安藤会長にお願いいたします。

　議事録署名人の署名 議　長 　それでは、議長を務めさせていただきます。
　先ず、議事録署名委員の指名を行います。
　議席番号２番、議席番号３番の以上２名を指名いたします。
　よろしくお願いいたします。

議　長 　それでは、議事を進めさせていただきます。
　報告第６号「農地法第１８条第６項の規定による通知について」
から、報告第１０号「引き続き農業経営を行っている旨の証明書の
発行について」までを一括して議題とします。
　事務局の報告を求めます。

　報告第６号 事務局 　報告第６号「農地法第１８条第６項の規定による通知について」で
　「農地法第１８条第６項の ございます。
規定による通知について」 　貸主、借主の合意に基づきまして、解約されたものでございます。

　報告第６号「農地法第１８条第６項の規定による通知について」
は、合計３件でございます。

　報告第７号 事務局 　次に報告第７号「農地法第３条の３第１項の規定による届出
　「農地法第３条の３第１項 に対する専決処分について」でございます。
の規定による届出に対する 　本件は、相続に対する届出となります。深谷市農業委員会
専決処分について」 事務専決規程により専決処分したので、報告します。　　

　報告第７号「農地法第３条の３第１項の規定による届出に対する
専決処分について」は、合計８件です。
　なお、整理番号２番の農地につきましては、あっせん希望が
「有」となっておりますので、借り受けてくれる方をご存知でしたら、
事務局までお知らせください。　
　お願いいたします。

　報告第８号 事務局 　次に報告第８号「農地法第４条第１項第７号の規定による
　「農地法第４条第１項 転用届出に対する専決処分について」でございます。
第７号の規定による転用 　深谷市農業委員会事務専決規程により専決処分したので、
届出に対する専決処分 ご報告します。
について」 　４条転用の届出につきましては、市街化区域内において、

土地所有者本人が行う、土地の権利移転を伴わない転用で
ございます。
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会

議

進

行

状

況

1



て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名
　報告第８号「農地法第４条第１項第７号の規定による転用届出に
対する専決処分については、合計２件、合計面積は１，４７０㎡で
ございます。

　報告第９号 事務局 　次に報告第９号「農地法第５条第１項第６号の規定による
　「農地法第５条第１項 転用届出に対する専決処分について」でございます。
第６号の規定による転用 　深谷市農業委員会事務専決規程により専決処分したので、
届出に対する専決処分 ご報告します。
について」 　５条の転用届出につきましては、市街化区域内において、

農地の所有権移転や賃貸借等、権利の移転や設定を伴う
転用でございます。

　報告第９号「農地法第５条第１項第６号の規定による転用届出
に対する専決処分について」は、合計５件、 合計面積は、
３，０２８㎡でございます。

　報告第１０号 事務局 　次に報告第１０号「引き続き農業経営を行っている旨の
　「引き続き農業経営を 証明書の発行について」でございます。
行っている旨の証明書の 　深谷市農業委員会事務専決規程により専決処分したので、
発行について」 ご報告します。

　本件は、農地等についての贈与税または相続税の納税
猶予の特例の適用を継続して受けるため、証明書の発行
をするもので、３年ごととなっております。

　報告第１０号「引き続き農業経営を行っている旨の証明書の
発行について」は、１件です。

事務局 　報告案件につきましては、以上でございます。

議　長 　ありがとうございました。　ただいま事務局より説明のありました
報告第６号から報告１０号につきましては、専決処分事項であり
ますので、報告のみとさせていただきます。

　議案第７号 議　長 　次に、議案第７号「農用地利用集積計画の決定について」を
　「農用地利用集積計画の 議題とします。事務局の説明を求めます。
決定について」

事務局 　議案第７号「農用地利用集積計画の決定について」
説明させていただきます。
　本議案は、農業経営基盤強化促進法第１８条の規定に基づき、
別紙の農用地利用集積計画（案）について、計画の決定を
求めるものでございます。

　本日の総会において計画が決定されますと、令和元年７月１２日
に公告することにより、令和元年８月１日より利用権が設定される
こととなります。

　【議案書を朗読し、利用集積計画概要表の内容を説明】

　それでは、１１ページの計画概要について説明いたします。
詳細につきましては、次の１２ページから３７ページにございます。
　また、別添の議案資料の１ページに｢借受人別内訳｣がござい
ますので、併せてご参照ください。

　 今回の計画におきましては、合計　５３件　２２７，３１４㎡、
借手　延べ３３名、　貸手　延べ５３名、筆数２０８筆の設定
となっております。
 農用地利用集積計画（案）の概要説明は以上でございます。　
ご審議をお願いします。
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名

　議　長 　ただ今、事務局より説明のありました、議案第７号「農用地
利用集積計画の決定について」のうち、整理番号１番から４番
につきましては、新規就農に関する案件ですので、委員の意見
を求めます。
　議席番号８番、お願いします。

８番 　整理番号１番から４番の借受人の新規就農について、
報告いたします。
　令和元年６月１７日に、私と議席番号５番と事務局職員で、
ヒアリングを行いました。
　借受人は、数年前より農業を将来の業として考え、会社勤務
のかたわら、農林公社主催の就農予備校での２年間の実地研修
を経て、現在、今回の申出地などで実際に玉ねぎ、じゃがいも、
里芋などを作付けしております。
　今回、土地の貸し借りについて、所有者の同意が得られ、
一定規模の農地が確保できたこと、また、機械の確保も進んで
きたことから、正式に手続きをとって就農したいとの考えです。
　現在、農作業は１人でおこなっておりますが、出荷調整に
おいては妻の助けが得られており、複数の耕耘機のほか、
移植機、分別機など、相応の機械が確保されていることから、
営農上の問題はないものと考えられます。
　販路拡大や作付品目、経営展開についても計画的であり、
営農に対しても意欲的であることから、継続的な農業経営が
見込めるものと考え、委員の意見といたします。

議　長 　議席番号８番ありがとうございました。
　なお、本件のうち整理番号３１番につきましては、議席番号１番に
関する案件ですので、農業委員会等に関する法律第３１条の規定
に基づき、議席番号１番には暫時退室願います。

（議席番号１番の委員退室）

議　長 　それでは、整理番号３１番の件に関して審議いたします。　
この件に関し、質疑はございますか。

（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、
採決いたします。
　お諮りいたします。本件は、決することでよろしいでしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

　「異議なし」のため本件は原案どおり決定します。

議　長 　議席番号１番の委員の入室をお願いします。

（議席番号１番の委員入室）

議　長 　次に、ただいま審議いたしました以外の案件について、
一括審議いたします。
　この件に関して質疑はございますか。

 （委員より「質疑なし」との声）

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、
採決いたします。
　お諮りいたします。本件は、決することでよろしいでしょうか。
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名

　（委員より「異議なし」との声）

議　長 　「異議なし」のため本件は原案どおり決定します。

議　長 　次に、議案第８号「農地法第３条の規定による許可申請に
　「農地法第３条の規定に ついて」を議題とします。
よる許可申請について」 　事務局の説明を求めます。

事務局 　議案第８号「農地法第３条の規定による許可申請について」
でございます。
　農地法第３条の規定による許可申請については、本総会に
おいて承認いただきますと、本日付で許可となるものでござい
ます。
本議案につきましては、別添の議案資料も併せて
ご参照ください。

　【議案第８号、整理番号１番、２番を議案書をもとに朗読】

事務局 　整理番号１番でございます。
（議案書・順次、譲受人・譲渡人、土地の表示、契約内容の説明）
　譲り受けの理由は、申請地を取得し、経営規模の拡大を
図るためとのことであり、取得後においては、稲作を行うとのこと
でございます。

事務局 　整理番号２番でございます。
（議案書・順次、譲受人・譲渡人、土地の表示、契約内容の説明）
　譲り受けの理由は、申請地を取得し、経営規模の拡大を図る
ためとのことであり、取得後においては、ブロッコリー、トウモロコシ
の作付けをおこなうとのことでございます。

　３条許可申請につきましては、以上２件、　田１筆　１，３４１㎡、
畑１筆　７９０㎡、合計２筆　２，１３１㎡ となっております。

　なお、３条申請につきましては、耕作すべき農地が効率的に
利用されること、及び、周辺の農地の農業上の効率的かつ
総合的な利用の確保に支障がないことの確認として、申請に
関する農地につきまして、令和元年６月１２日に農地利用最適化
推進委員３番、４番、５番、６番、と事務局職員で、現地確認を行い
ましたことを、あわせてご報告いたします。

　農地法第３条の規定による許可申請についての説明は以上で
ございます。ご審議をお願いします。

議　長 　ただいま、事務局より説明のありましたとおり、現地調査に同行
していただきました委員の代表として、農地利用最適化推進委員
３番、同じく農地利用最適化推進委員５番に意見をお願いします。

議　長 　はじめに、農地利用最適化推進委員３番、お願いします。

最適化 　３条、現地確認報告をいたします。
推進委員 　令和元年６月１２日に、私と農地利用最適化推進委員４番と

３番 事務局職員で、３条申請に関係する農地の現地確認を行いました。
　整理番号２番の譲受人の経営地につきましては、耕作が行わ
れておりました。
　また、申請地につきましても、特に問題ありません。
　現地確認の結果、 以上１件 につきましては、農地の効率的な
利用が図られるものと判断し、委員の意見 といたします。

　議案第８号
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名

議　長 　農地利用最適化推進委員３番ありがとうございました。
続きまして、農地利用最適化推進委員５番お願いします。

最適化 　３条、現地確認報告をいたします。
推進委員 　令和元年６月１２日に、私と農地利用最適化推進委員６番と

５番 事務局職員で、３条申請に関係する農地の現地確認を行いました。
　整理番号１番の譲受人の経営地につきましては、耕作が行わ
れておりました。
　また、申請地につきましても、特に問題ありません。

利用が図られるものと判断し、委員の意見 といたします。

議　長 　農地利用最適化推進委員５番ありがとうございました。

議　長 　それでは、本件について一括審議いたします。
　この件に関して質疑はございますか。

 （委員より「質疑なし」との声）

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、
採決いたします。
　お諮りいたします。本件は、決することでよろしいでしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

議　長 　「異議なし」のため本件は原案どおり決定します。

　議案第９号 議　長 　次に、議案第９号「農地法第４条第１項の規定による許可
　「農地法第４条第１項の 申請承認について」を議題とします。　
規定による許可申請承認 事務局の説明を求めます。
ついて」

事務局 　議案第９号「農地法第４条第１項の規定による許可申請
承認について」でございます。

　こちらにつきましては、本日の総会で承認いただきますと、
７月上旬に、深谷市へ意見書を付して進達し、７月の中旬頃、
処分がなされる見込みであります。
　「農地法第４条第１項の規定による許可申請承認について」
は、５件となっております。　
別添の総会資料３ページと併せてご確認ください。

事務局 　整理番号１番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
　こちらにつきましては、借家住まいで手狭なため申請地を
譲り受け住宅の建築を行いたいという申請であります。

事務局 　整理番号２番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
　こちらにつきましては、昭和３０年頃から農家住宅敷地の一部
として利用してきましたが、手続き未了であったため、改めて
申請を行いたいという申請であります。

事務局 　整理番号３番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
　こちらにつきましては、親と同居しているが独立するため、
申請地に住宅の建築を行いたいという申請であります。

現地確認の結果、 以上１件 につきましては、農地の効率的な
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名
事務局 　整理番号４番です。　

（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
　こちらにつきましては、昭和４３年頃から農家住宅敷地
の一部として利用してきたが、手続き未了であったため、
改めて申請を行いたいという申請であります。

事務局 　整理番号５番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
　こちらにつきましては、昭和５２年頃から住宅敷地の一部
として利用してきたが、手続き未了であったため、改めて
申請を行いたいという申請であります。

　農地法第４条第１項の規定による許可申請承認に
ついては、以上５件でございます。　ご審議をお願いします。

議　長 　ただいま事務局より説明のありました、議案第９号「農地法
第４条第１項の規定による許可申請承認について」、
一括審議いたします。

議　長 　この件に関し、質疑はございますか。

　（委員より「異議なし」との声）

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、採決
いたします。　お諮りいたします。　本件は、決することでよろしい
でしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

議　長 　「異議なし」のため本件は原案どおり決定します。

　議案第１０号 議　長 　次に、議案第１０号「農地法第５条第１項の規定による
　「農地法第５条第１項の 許可後の計画変更申請承認について」を議題とします。　
規定による許可後の計画 事務局の説明を求めます。
変更申請承認について」

事務局 　議案第１０号「農地法第５条第１項の規定による許可後の
計画変更申請承認について」でございます。
　議案書４１ページをご覧ください。

　申請地は、岡２９５０番地２の畑、４５３㎡についてであります。
　こちらにつきましては、議案書上段のとおり昭和４４年に
住宅敷地として、農地法５条の転用許可を得ました。
　申請地を取得後に当初計画者の事情により計画が凍結して
おりましたが、議案書下段のとおり、事業計画者を変更し住宅の
建築を行いたいという申請であります。
　申請地の面積につきまして差異がございますが、昭和５９年に
土地改良による換地処分がなされたことによるものであります。
　農地法に関する事務処理要領として深谷市が定めた農地調整
関係事務処理要領において農地転用許可後の転用事業の促進
措置として、当初転用事業者に代わって当該許可に係る土地に
ついて、転用を希望するものがある場合には、この行為を承認し
事業を継承させる事ができるとされておりますので、こちらの要領
に基づき、計画変更の承認を求めるものであります。

　また、こちらにつきましては、本日の総会で承認いただきますと、
深谷市へ意見書を付して進達し、７月中旬頃、処理される見通し
であります。
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名
　農地法第５条第１項の規定による許可後の計画変更申請に
ついては、以上１件でございます。　ご審議をお願いします。

議　長 　ただいま事務局より説明のありました、議案第１０号「農地法
第５条第１項の規定による許可後の計画変更申請承認
について」一括審議いたします。

議　長 　この件に関し、質疑はございますか。

　（委員より「異議なし」との声）

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、採決
いたします。　お諮りいたします。　本件は、決することでよろしい
でしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

議　長 　「異議なし」のため本件は原案どおり決定します。

　議案第１１号 議　長 　次に、議案第１１号「農地法第５条第１項の規定による許可申請
　「農地法第５条第１項の 承認について」を議題とします。　
規定による許可申請承認 　事務局の説明を求めます。
ついて」

事務局 　議案第１１号「農地法第５条第１項の規定による許可申請承認
について」でございます。
　こちらにつきましては、本日の総会でご承認いただきますと、
深谷市へ意見書を付して進達し、その後、７月中旬頃処分が
なされるものであります。

　なお、整理番号６につきましては、議案第９号 整理番号１番
にて承認をいただきました住宅の建築に際する親族の持分の
移転に関するものです。
整理番号１９番につきましては、議案第１０号にてご承認を
いただきました、取消申請に関する申請でございます。

　それでは、整理番号１番よりご説明いたします。

　【議案第１１号、整理番号１番から３２番を議案書をもとに朗読】

事務局 　整理番号１番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
譲受人は、親と同居しているが独立するため、申請地を借り受け
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号２番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、親と同居しているが独立するため、申請地を借り受け
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号３番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、親と同居しているが独立するため、申請地を譲り受け
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号４番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
　既存の雑種地を含んだ全体面積３０１．７９㎡について
でございます。
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名
 譲受人は、借家住まいで手狭なため、申請地を譲り受け、住宅の
建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号５番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、借家住まいで手狭なため、申請地を譲り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号６番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、借家住まいで手狭なため、申請地を譲り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号７番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、親と同居しているが独立するため、申請地を借り受け
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号８番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、借家住まいで手狭なため、申請地を譲り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号９番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、現在の居宅を子に譲り、申請地を譲り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号１０番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、借家住まいで手狭なため、申請地を譲り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号１１番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
　既存の宅地部分を含めた全体面積４９９．８９㎡について
であります。
 譲受人は、現在利用している住宅敷地が手狭なため、申請地
を譲り受け、駐車場を整備したいという申請でございます。

　整理番号１２番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、親と同居しているが独立するため、申請地を譲り受け
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号１３番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、病院を経営していますが、既存の駐車場が手狭な
ため、新たに申請地を譲り受け、駐車場の整備を行いたいという
申請でございます。

　整理番号１４番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、飲食店を経営していますが、現在借用中の駐車場を
返却することとなったため、申請地を借り受け駐車場を整備したい
という申請でございます。
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名

　整理番号１５番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、借家住まいで手狭なため、申請地を借り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号１６番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
　既存の駐車場部分を含めた全体面積７９２㎡について
でございます。
 譲受人は、障害者支援施設の経営を行っていますが、
駐車場スペースが不足しているため、申請地を譲り受け、
駐車場の整備を行いたいという申請でございます。

　整理番号１７番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、親と同居しているが独立するため、申請地を借り受け
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号１８番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、借家住まいで手狭なため、申請地を譲り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号１９番です。　
　説明に入る前に、１ヶ所、訂正をお願いします。
合計面積のところになりますが、畑 1筆の合計面積が４０９㎡と
なっておりますが、正しくは、４５３㎡になります。
　以上の１ヶ所の訂正につきまして、訂正をお願いしますとともに、
お詫び申し上げます。
　それでは、説明に戻ります。
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
　こちらにつきましては、先ほどの議案第１０号において議決を
いただきました取消申請に関する転用の申請であります。
 譲受人は、借家住まいで手狭なため、申請地を譲り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号２０番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、借家住まいで手狭なため、申請地を譲り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号２１番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、借家住まいで手狭なため、申請地を借り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号２２番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、借家住まいで手狭なため、申請地を譲り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号２３番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
　既存の駐車場部分を含めた全体面積１３，４７０．２２㎡に
ついてでございます。
 譲受人は、社会福祉法人を経営しているが、既存の駐車場が
手狭なため、新たに申請地を譲り受け、駐車場を整備したい
という申請でございます。
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名

　整理番号２４番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、親と同居しているが独立するため、申請地を譲り受け
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号２５番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、借家住まいで手狭なため、申請地を譲り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号２６番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、借家住まいで手狭なため、申請地を借り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号２７番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、借家住まいで手狭なため、申請地を借り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号２８番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、親と同居しているが独立するため、申請地を借り受け
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号２９番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、借家住まいで手狭なため、申請地を譲り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号３０番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
既存の宅地部分を含めた全体面積 ５７２㎡についてであります。
 譲受人は、借家住まいで手狭なため、申請地を借り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号３１番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、建設業を営んでいますが、岡部消防分署建設に
あたり、申請地を一時的に借り受け、仮設事務所及び駐車場
を整備したいという申請でございます。
　なお、期間は、許可日から令和２年６月３０日までとなって
ございます。

　整理番号３２番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
こちらにつきましては、周辺の農地より畑が低く、水はけが
悪いために生産性が低下しており、農業生産性の向上を
図るため、客土により農地の嵩上げを行いたいという申請で
ございます。
　工事期間につきましては、許可日から４ヶ月間を計画して
おり、泥につきましては、樫合地内の建設残土１８９㎡を搬入
するものであり、改良後は、ねぎの作付けを行う計画となって
おります。
　なお、農地改良指導員につきましては議席番号２４番、
豊里地区の農地利用最適化推進委員８番を推薦させて
いただきます。
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名
事務局 　農地法第５条第１項の規定による許可申請につきましては、

以上３２件となります。　ご審議をお願いします。

議　長 　ただいま事務局より説明のありました、議案第１１号
「農地法第５条第１項の規定による許可申請承認について」、
一括審議いたします。　

議　長 　この件に関し、質疑はございますか。

　「質疑なし」

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、採決
いたします。　お諮りいたします。　本件は、決することでよろしい
でしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

議　長 　「異議なし」のため本件は原案どおり決します。

議　長 　なお、整理番号３２番につきましては、農地改良でありますので、
農地改良指導員の指名をいたします。
議席番号２４番、農地利用最適化推進委員８番の以上２名を
指名いたします。　よろしくお願いいたします。

議　長 　以上を持ちまして、本委員会に上程されました報告事案及び
議案に関する審議を終了いたします。
　これにて、議長の職を解かせていだきます。
　ご協力ありがとうございました。

  閉会 局　長 　以上で、令和元年第２回定例総会を閉会いたします。
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